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沼 津 市 防 災 指 導 員 設 置 規 則 

 

昭和５４年９月２２日規則第３０号 

改正 

昭和６０年５月２５日規則第１９号 

昭和６２年３月３０日規則第９号 

                             令和２年３月２３日規則第１７号 

 

（設   置） 

第１条 市民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成等防災対策の推進を図るため、防災指導員（以 

 下「指導員」という。）を置く。 

 （活 動 内 容） 

第２条 指導員の活動する内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 防災知識の普及に関すること。 

 ⑵ 自主防災組織の育成に関すること。 

 ⑶ 防災訓練の指導に関すること。 

 ⑷ その他市長が必要と認めたこと。 

２ 指導員の指導区域等は、別に定める。 

 （定   数） 

第３条 指導員の定数は、３０人以内とする。 

 （委   嘱） 

第４条 指導員は、市内に居住し、人格円満、身体強健であって、防災活動に熱意をもち、かつ指導 

 力のある者のうちから、市長が委嘱する。 

 （委 嘱 期 間） 

第５条 指導員の委嘱期間は、２年とする。ただし、再委嘱を妨げない。 

 （解   嘱） 

第６条 市長は、指導員が次の各号の一に該当するときは、これを解嘱することができる。 

 (1) 心身の故障のため、その活動を遂行できなくなったとき。 

 (2) 指導員としてふさわしくない非行があったとき。 

 (3) 市内に居住しなくなったとき。 

 （報   償） 

第７条 指導員の報償は、年額１２，０００円とする。 

 （貸 与 品） 

第８条 指導員には、別表に定める被服等を貸与する。 

⒉ 指導員が委嘱期間を満了したとき又は解嘱されたときは、前項の貸与品を返納しなければならな

い。 

 ただし、貸与期間の満了した被服等については、返納することを要しない。 

 （委   任） 

第９条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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  付   則 

⒈ この規則は、公布の日から施行する。 

⒉ この規則施行後、最初に選出される指導員の任期は、第５条の規定にかかわらず、昭和５６年３ 

 月３１日までとする。 

  付   則（昭和６０年５月２５日規則第１９号） 

 この規則は、昭和６０年６月１日から施行する。 

  付   則（昭和６２年３月１日規則第９号） 

 この規則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

付   則（令和２年３月２３日規則第１７号） 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

別表（第８条関係） 

貸  与  被  服  等 
 

品   目 員数 貸与期間 備         考 

冬 服 １着 ５年 １０月１日～５月３１日 

夏 服 １着 ５年 ６月１日～９月３０日 

ベルト（サラン） １本 ５年  

靴 １足 ５年  

ヘ ル メ ッ ト １個 ５年  

防 寒 衣 １着 ５年  

冬 略 帽 １個 ５年 １０月１日～５月３１日 

夏 略 帽 １個 ５年 ６月１日～９月３０日 
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防災指導員設置規則に係る運用要領 

 

 この要領は、沼津市防災指導員設置規則（昭和５４年沼津市規則第３０号（以下「規則」という） 

第９条の規定に基づき、沼津市防災指導員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 防災指導員（以下「指導員」という）は、地区連合自治会単位において地区内に居住する住民の 

 中から、沼津市防災指導員推薦書（第１号様式）に連合自治会長が署名し、推薦したものの中から

委嘱する。 

  なお、推薦にあたっては、本人が署名した承諾書（第２号様式）を添付するものとする。 

 

２ 規則第２条第３項に規定する指導員の指導区域は、通常の活動にあっては、推薦を受けた地区内 

 とし、市長からの要請によるときは、全市に及ぶものとする。 

 

付 則 

 この要領は、昭和６０年５月２４日から施行し、昭和６０年４月１日から適用する。 

付 則 

 この要領は、令和３年４月１日から施行する。 
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第１号様式 
 
 

沼津市防災指導員推薦書 
 
 
 
 
         連合自治会は、下記の者を沼津市暴力団排除条例第２条に規定す

る暴力団員等でないことを確認し、防災指導員に推薦します。 
 
 
 
 
 
（ふりがな） 
氏    名                            
 
       〒 
 
住    所  沼 津 市                   
 
 
 
生 年 月 日  昭和    年    月    日 
 
 
 
推 薦 理 由   
 
 
 
 
 
 
 
 

  年  月  日 
 
 
 
沼津市長  〇○ 〇○ 様 
 
 
  
                     連合自治会長              
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第２号様式 
 
 

承  諾  書 
 
 
 

私は、沼津市暴力団排除条例第２条に規定する暴力団員等でないことを確約し沼

津市防災指導員になることを承諾いたします。 
また、当該届出について必要な場合には、静岡県警察本部に照会することを承諾し

ます。 
 
 
 
  連合自治会長          様 
 
 
 

   年  月  日 
 
       〒   
 
住 所  沼 津 市  
 
 
（ふりがな） 
氏 名                           
 
 
電 話 
 
 
職 業 
        自営業   会社員   無職  （○で囲んでください）   
 
 
       （会社名） 
 
 
       （住 所） 
 
 
       （電 話） 
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自 主 防 災 組 織 と 任 務 分 担 
 
 

班    別 任       務       分       担 

 

本   部 

 

会 長 

副会長 

本部付 

⑴ 防災組織の編成及び任務分担に関すること。 

⑵ 災害発生時の指揮及び防災訓練についての総括に関すること。 

⑶ 会の経理に関すること。 

⑷ 防災資機材のあっせん及び備蓄等に関すること。 

防災指導班 

⑴ 防災組織の普及（地震、火災、水災等について知識及び地区周辺の環境に応 

ずる防災知識に関すること。） 

⑵ 防災計画に関すること。 

⑶ 各家庭に於ける防災上の留意事項に関すること。 

⑷ 防災訓練の指導に関すること。 

情 報 班 

⑴ 避難地との連絡等に関すること 

⑵ ラジオ、市広報による情報の収集、住民への伝達、自治会被害状況等の把握 

に関すること。 

⑶ 警戒宣言発令時の住民への周知徹底に関すること。 

消 火 班 

⑴ 可搬動力ポンプの運用に関すること。 

⑵ 住民の消火作業等の指導教育に関すること。 

⑶ 消火器使用に関する知識の普及に関すること。 

⑷ 消防機材の点検に関すること。 

救出・救護班 

⑴ 負傷者の救出・救助・救護及び資機材医薬品の調達並びに医療機関との連絡 

等に関すること。 

⑵ 住民の救急法、応急手当の方法等についての指導教育に関すること。 

避難誘導班 

⑴ 地区集合場所の選定及び周知に関すること。 

⑵ 避難地、避難路、通学路等の点検調査に関すること。 

⑶ 会長の指示に基づく住民の避難誘導に関すること。 

⑷ 避難訓練の指導教育に関すること。 

⑸ 児童・生徒の避難に関すること。 

給食、給水班 

⑴ 自治会又は市等から提供された食料等の配布、炊き出し等による給食に関す 

ること。 

⑵ 避難地と協力し、飲料水の確保、給水に関すること。 

⑶  ろ水器の活用に関すること。 

児 童 生 徒 

引き取り班 

⑴ 登校している学校児童、生徒の避難に関すること。 

⑵ 通学路等の点検調査に関すること。 

避 難 行 動 

要支援者班 
⑴ 避難行動要支援者の避難所生活の支援に関すること。 
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○ ○ 町 自 主 防 災 組 織 規 約 

 

（名 称） 

第１条 この会は、○○町防災会（以下「本会」という。）と称する。 

（事務所の所在地） 

第２条 本会の事務所は、○○に置く。 

 （目 的） 

第３条 本会は、住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震その他の 

  災害（以下「地震等」という。）による被害の軽減を図ることを目的とする。 

（事 業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

  ⑴ 防災に関する知識の普及に関すること。 

   ⑵ 地震等に対する災害予防に関すること。 

  ⑶ 地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関 

   すること。 

  ⑷ 防災訓練の実施に関すること。 

   ⑸ 防災資機材等の備蓄に関すること。 

  ⑹ その他本会の目的を達成するために必要な事項。 

（会 員） 

第５条 本会は、○○町内にある世帯をもって構成する。 

  ⑴ 会 長   １ 人 

  ⑵ 副会長   １ 人 

  ⑶ 幹 事   若干人 

  ⑷ 監査役   ２ 人 

 ２．役員は、会員の互選による。 

 ３．役員の任期は、１年とする。ただし、再選することができる。 

（役 員） 

第６条 本会に次の役員を置く。 

（役員の任務） 

第７条 会長は本会を代表し、会務を総括し警戒宣言発令時及び地震等の発生時における応急活動の 

  指揮命令を行う。 

 ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。 

 ３．幹事は、幹事会の構成員となり、会務の運営に当たる。 

 ４．監査役は、会の会計を監査する。 

（会 議） 

第８条 本会に、総会及び幹事会を置く。 
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（総 会） 

第９条 総会は、全会員をもって構成する。 

 ２．総会は毎年１回開催する。ただしとくに必要がある場合は臨時に開催することができる。 

 ３．総会は、会長が招集する。 

 ４．総会は、次の事項を審議する。 

  ⑴ 規約の改正に関すること。 

  ⑵ 防災計画の作成に関すること。 

  ⑶ 事業計画に関すること。 

  ⑷ 予算及び決算に関すること。 

  ⑸ その他総会がとくに必要と認めたこと。 

 ５．総会は、その討議事項の一部を幹事会に委任することができる。 

 （幹事会） 

第１０条 幹事会は、会長、副会長及び幹事によって構成する。 

 ２．幹事会は、次の事項について定める。 

  ⑴ 総会に提出すべきこと。 

  ⑵ 総会により委任されたこと。 

  ⑶ その他幹事がとくに必要と認めたこと。 

 （防災計画） 

第１１条 本会は、地震等による被害の防止及び軽減を図るため、防災計画を作成する。 

 ２．防災計画は、次の事項について定める。 

  ⑴ 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。 

  ⑵ 防災知識の普及に関すること。 

  ⑶ 防災訓練に関すること。 

  ⑷ 警戒宣言時及び地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護 

   及び避難誘導に関すること。 

  ⑸ その他必要な事項 

（会 費） 

第１２条 本会の会費は、総会の決議をへて別に定める。 

（経 費） 

第１３条 本会の運営に要する経費その他の収入をもってこれにあてる。 

（会計年度） 

第１４条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（会計監査） 

第１５条 会計監査は、毎年１回監査役が行う。ただし、必要がある場合は、臨時にこれを行うこと 

   ができる。 

 ２．監査役は、会計監査の結果を総会に報告しなければならない。 

 

   付  則 

    この規約は○年○日から実施する。 
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自主防災組織の装備基準（標準３００世帯） 
 
 

区    分  品     目  数    量 

情 報 伝 達 用 具 電 池 メ ガ ホ ン ３ 

消  火  用  具 

街 頭 用 消 火 器 １０ 

同 上 格 納 庫 １０ 

バ ケ ツ ３０ 

砂 袋 （ ビ ニ ー ル ） ２００ 

Ｄ 型 可 搬 ポ ン プ ２ 

救 出障害物 除去用具 
 

バ ー ル ・ 丸 太 ５ 

折 り た た み は し ご ３ 

の こ ぎ り ５ 

掛 矢 ３ 

お の ３ 

ス コ ッ プ １０ 

つ る は し １０ 

く わ １０ 

も っ こ １０ 

い し み １０ 

な た ５ 

ペ ン チ ５ 

鉄 線 ば さ み ５ 

大 ハ ン マ ー ３ 

一 輪 車 ２ 

ロ ー プ ２ 

ゴ ム ボ ー ト １ 

救  護  用  具 
担 架 （ 折 り た た み 車 付 ） ３ 

救 急 セ ッ ト １０ 

避  難  用  具 

強 力 ラ イ ト ６ 

標 旗 ・ 腕 章 ６ 

ロ ー プ  ２ ０ ０ ｍ １ 

小 型 発 電 機 １ 

給 食 給 水 用 具 

釜 （ カ マ ド 付 ） ３ 

鍋 ６ 

受 水 槽 （ １ ト ン ） １ 

ろ 水 機 （ ２ ト ン ／ ｈ ） １ 

そ  の  他 

テ ン ト ・ 天 幕  

ビ ニ ー ル シ ー ト １００ 

井 戸  

燃 料  

 （注）地域の特性に合せ必要な装備を行う。 
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